
総 行 情 第 １ ９ ６ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 

各府省庁一斉通知・調査システム担当課長 殿 

   総務省地域力創造グループ地域情報化企画室長 

（ 公 印 省 略 ） 

「一斉通知・調査システム」の運用改善について（依頼） 

（令和７年地方分権改革に関する提案募集関係） 

各府省庁におかれましては、平素より、一斉通知・調査システム（以下「本シ

ステム」という。）の運用にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

総務省地域力創造グループ地域情報化企画室では、全国の自治体を対象とし

た通知・調査・照会業務等を円滑に進めることを目的に、本システムを運用して

おります。 

この度、令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、本システムの運

用改善等に関する提案があり、これを踏まえ「令和７年の地方からの提案等に関

する対応方針（令和７年 12 月 23 日閣議決定）」（以下「対応方針」という。）が

定められました。 

つきましては、各府省庁におかれましては、今後、提案の趣旨を踏まえ、下記

に留意の上、本システムをご利用いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 調査結果公開機能の一層の活用について 

本システムには、従前より、調査実施府省庁が取りまとめた調査結果を、

システム上で調査対象団体へ公開できる機能が備わっています。

今回、自治体側で他団体の回答も参照し分析等ができるよう、調査結果公

開機能をより一層活用してほしいとの趣旨の提案があり、対応方針において
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次のとおり定められました。 

「 一斉通知・調査システムにより実施した調査等に係る結果の公表に

ついては、当該システムの調査結果公開機能を積極的に活用するとと

もに、地方公共団体が編集可能な形式の電子ファイルで調査結果を公

開するよう、関係府省庁に対して令和７年度中に通知する。」 

つきましては、調査実施府省庁におかれましては、本提案の趣旨を踏まえ、

当該機能を積極的に活用するとともに、地方公共団体が編集可能な形式の電

子ファイルによる調査結果の公開に努めていただきますようお願いいたし

ます。 

２ 自動通知メールへの案件概要・回答期限等の確実な記載について 

本システムにより案件を発出すると、調査対象自治体の担当宛に自動通知

メールが送信されます。

今回、当該メールに案件の概要（調査概要、発信元府省庁名、回答期限な

ど）が分かるよう記載してほしいとの趣旨の提案があり、対応方針において

次のとおり定められました。 

「 国から地方公共団体に送付される調査依頼に関する自動通知メール

については、地方公共団体が当該メールの内容により調査の概要を把

握しやすくなるよう、当該メールにおいて調査の概要や提出期限を必

ず記載することとするなどの運用改善について、令和７年度中に関係

府省庁へ通知する。」 

 これを踏まえ、今般、調査実施府省庁が調査発出時に本システムへ入力す

る「調査概要」や「発信元府省庁の担当部署名」欄の内容が、自動通知メー

ルに自動転記される仕様変更を行いました。

調査実施府省庁におかれましては、本提案の趣旨を踏まえ、入力いただく

「調査概要」が、調査対象自治体の担当者にとって分かりやすい内容となる

よう努めてください。なお、提案の中では「説明会等の開催に関するものは、
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開催日時や場所などの基礎情報を記載してほしい」との例示もありましたの

で、こうした観点も踏まえた記載をお願いいたします。 

また、回答期限については、本システムの回答フォーマットを用いている

場合、設定した期限が自動通知メールに自動転記されますが、回答フォーマ

ットを用いていない場合は、自動通知メールの編集画面で直接入力する必要

がありますので、ご留意ください。 
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（参考１） 調査結果の公開

調査結果の公開
「調査完了」⇒調査の標題を選択⇒遷移された画⾯の下部にあるファイルを選択
「公開」を選択。コメントも⼊⼒できます。
（操作詳細は府省庁向け操作マニュアル「6.3.3集計結果を公開する」を御参照ください。）

任意のファイルを選択
して公開できるので、
可能な限り⾃治体が編
集可能な形式としてく
ださい。

①

②

③
④

⑤
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⾃動通知メール作成画⾯案件作成画⾯

（参考２） ⾃動通知メールへの案件概要の記載

ｃ

調査対象⾃治体の担当者にとって分かりやすい内容となるよ
う努めてください。

例︓説明会等の開催に関するものは、開催⽇時や場所などの
基礎情報を記載する など

ｃ

⾃動転記される

リマインドメールのメールテンプレートにも
新規案件登録時に⼊⼒した調査の内容が表⽰されます。
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（参考２） ⾃動通知メールへの回答期限の記載

⾃動通知メール

から の

各必要事項を⼊⼒後、 をクリックし、依頼作成画⾯で下記のとおり

「調査期限⽇」（必須項⽬）を⼊⼒します。

※回答フォーマットを利⽤すれば、ここで⼊⼒する期限が⾃動通知メールに転記されます。

本システムの回答フォーマットを利⽤する場合

⾃動転記される
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（参考３） ⾃動通知メールへの回答期限の記載②

本システムの回答フォーマットを利⽤せず調査を実施する場合（例︓本システムにExcel等を添付するだけのような利⽤⽅法）は、
デフォルトでは⾃動通知メールの記載の中に提出期限がありません。

本システムの回答フォーマットを利⽤しない場合（通知案件の場合）

ｃ

⾃動通知メール編集画⾯

提出期限がないため、メールテンプ
レートには転記されません。

ｃ

【提出期限】2026/4/1 のように

提出期限を直接⼿⼊⼒してください
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